
小規模校の教育環境の在り方を

考えるに当たって

京都市教育委員会 学校統合推進室

小規模校問題について、PTAや地域の

皆様方に御検討いただく際の参考資料

として、作成したものです。



◆ 京都市では、小規模校の教育環境の在り方については、地域住民と

保護者の皆様において検討された結果・意向を尊重し、取組を進める

ことを基本方針としています。

※小規模校－文部科学省の分類で、学級数が１１学級以下（単級の学年がある）の小学校

◆ 明治２年に町衆によって番組小学校が創設されて以来、小学校が

地域の自治活動の拠点としての役割を担っていることを踏まえ、

小規模校問題は教育問題であると共に地元問題であるという考えの

もとで取組を進めています。

◆ 学校統合についても、関係学区からの「統合要望書」に基づき、

実現を図ることとしています。

◆ 学校統合推進室では、皆様の議論を支援しています。

１ 京都市の小規模校問題の取組方針



京都の小学校～その伝統と歴史的役割～

◆明治維新後、東京遷都により衰退の危機にあった京都

◆京都の町衆は、京都の再興は人づくりにあると考え、明治２年に、

町の区分であった「番組」を単位として６４の「番組小学校」を創設

◆我が国の近代的学校教育制度（明治５年）の先駆け

“地域の子どもは地域で育てる”という高い志

◆総合庁舎的な機能も担い、学区の中核的な施設

京都の良き伝統が

脈々と受け継がれ

◆地域ぐるみで学校を大切に見守り、子どもたちを

育んでいこうという様々な営み（学校運営協議会・見守り隊・学校

支援ボランティアなど）

◆地域の自治活動の拠点施設として機能（夏祭り・区民運動会など）

教育問題は地域みんなの課題



２ 京都市の小規模校化の状況

京都市立小学校 児童数の推移

◆ 昭和３３年度には約１５万人の児童が小学校に在籍していたが、

昭和６０年代初頭には約１０万人（約６７％）まで減少。

特に、市内中心部（上京・中京・下京区）で人口のドーナツ化現象

などにより、約４分の１まで減少し，大半が小規模校化。

◆ 平成１１年度には６万人台まで減少し、その後も概ね減少傾向が継続。

（令和３年度には５万人台にまで減少）

※義務教育学校前期課程含む
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京都市立小学校の規模＜児童数＞別の学校数

※北部山間地の小学校・義務教育学校

前期課程（７校）は除く

※令和６年５月１日現在

２００名未満の学校は、２４校（約１６％）
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京都市立小学校の規模＜学級数＞別の学校数

※北部山間地の小学校・義務教育学校

前期課程（７校）は除く

※令和６年５月１日現在

６～１１学級の学校は、４４校（約３割）
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小規模校では、子どもたちの教育水準を維持
するため様々な取組が行われています。

◆学年の枠を超えた縦割り
のグループの活動

◆近隣校との合同学習
（宿泊学習・野外活動等）

毎日行えるものではなく、限界もあります。

３ 小規模校の教育



小規模校のメリット

○一人一人の学習状況や学習内容の定着状

況を的確に把握でき、個別指導等きめ細

やかな指導が行いやすい。

○意見や感想を発表できる機会が多くなる。

○様々な活動において、一人一人がリー

ダーを務める機会が多くなる。

○運動場や体育館、特別教室などが余裕を

もって使える。

○児童生徒の家庭状況、地域の教育環境等

が把握しやすいため、保護者や地域と連

携した効果的な生徒指導ができる。

小規模校のデメリット

○クラス替えができない。クラス同士で切

磋琢磨する教育活動ができない。

○体育科の球技や音楽家の合奏のような集

団学習の実施に制約が生じる。

○多様な価値観に触れさせることが困難と

なる。

○集団の中で自己主張をしたり、他社を尊

重する経験を積みにくく、社会性やコ

ミュニケーション能力が身につきにくい。

○人間関係や相互の評価が固定化しやすい。

※小規模校のメリット・デメリット等は、「公立小・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」

文部科学省（平成２７年１月策定）を参照してください。※文部科学省のホームページで公開中



88校が25校になる統合が実現

◆ 平成４年度に洛央小学校（下京区）が開校して以来、これまで２５校

の統合校が誕生しています。

◆ 小規模校のＰＴＡや地域の方々が、子どもたちのより良い教育環境の

在り方に焦点を絞って、真摯に検討を積み重ねられ、小規模校問題の有

効な解決の手段として、学校統合を英断されました。

◆ 地域の代表者から「統合要望書」の

提出を受け、その要望に基づき、学校

統合の実現を図ってきました。

４ 本市における学校統合の事例



数値は統合時の児童生徒数と学級数（○数字）小学校の統合（１）
◆平成４年度開校 ◆平成９年度開校
開智小 147⑧ 小川小 201⑦

永松小 71⑥ 中立小 167⑥

豊園小 91⑥ 元滋野学区

有隣小 114⑥
修徳小 89⑥ 桃薗小 150⑥

格致小 103⑥ 西陣小 120⑥

成逸小 115⑥

教業小 84⑥ 聚楽小 71⑥
乾小 157⑥

出水小 345⑫

◆平成７年度開校 待賢小 171⑧

立誠小 51⑥

生祥小 169⑥ ◆平成２２年度開校
日彰小 93⑥ 菊浜小 69⑥

明倫小 102⑥ 稚松小 99⑥

本能小 84⑥ 植柳小 84⑥

崇仁小 49⑥
富有小 175⑥

竹間小 145⑥ ◆平成２５年度開校
梅屋小 177⑥ 錦林小 453⑮

龍池小 110⑥ 新洞小 43⑥
春日小 84⑥

◆平成２９年度開校
◆平成８年度開校 醒泉小 219⑨

安寧小 73⑥ 淳風小 113⑥
大内小 302⑪

高倉東小　294⑪
H5年度統合

高倉西小　176⑥
H5年度統合

高倉小
420⑬

桃薗西陣小　267⑪
H7年度統合 西陣中央小

439⑫

二条城北小　469⑬

六条院小　157⑥
H4年度統合 下京渉成小

273⑫

小川中立小　370⑬
H7年度統合 新町小

401⑬

開智小　131⑥
S58年度統合

洛央小
518⑱

洛中小　226⑧

竹間富有小　308⑫
H5年度統合

御所南小
662⑱

梅小路小　358⑫

錦林小　478⑰

下京雅小　312⑫

御所東小

H30年度分離



小学校の統合（２）

中学校の統合

◆平成３１年度開校
紫野小 283⑪

楽只小 33⑤

◆令和４年度開校
市原野小 237⑩

静原小 15⑤
市原野小　233⑩

紫野小　320⑫

◆平成１５年度開校
城巽中 126⑤

柳池中 199⑥

銅駝中 219⑥

初音中 101③

上京中 394⑪

◆平成１９年度開校
郁文中 152⑥

成徳中 84③

尚徳中 66③
皆山中 63③

梅逕中 131⑥

◆令和３年度開校
双ヶ丘中 435⑬

高雄中 48③

京都御池中
397⑫

下京中　534⑰

柳池中　393⑪
S54年度統合

柳池中
366⑫

H5年度統合

滋野中 129⑤

双ヶ丘中　480⑮

京都柳池中　289⑨
H14年度統合

京都城巽中　129⑤

上京中　415⑫ H14



小中一貫教育校［統合に伴う設置校］ （平成３０年度，義務教育学校に移行）

◆平成１９年度開校 ◆平成３１年度開校
別所小 3② 向島南小 388⑬

八桝小 17④ 二の丸北小 72⑥

堰源小 休校 向島二の丸小 221⑨
花背第一中 7③ 向島中 314⑪
花背第二中 8③

堰源中 休校

◆平成２３年度開校
粟田小 136⑥

有済小 37⑥

新道小 72⑥

六原小 83⑥
清水小 106⑥ ◆令和２年度開校
修道小 131⑥ 京北第一小 69⑥

貞教小 48⑤ 京北第二小 55⑥

洛東中 159⑥ 京北第三小 43⑥
弥栄中 73⑥ 周山中 120⑥

◆平成２４年度開校 ◆令和４年度開校
陶化小 119⑥ 竹の里小 174⑥

東和小 270⑫ 福西小 243⑩

山王小 105⑥ 西陵中

陶化中 268⑨ ※令和７年度に洛西陵明小中学校開校予定

◆平成２６年度開校 石田小 102⑥

一橋小 149⑥ 小栗栖小 89⑥

月輪小 143⑥ 小栗栖宮山小

今熊野小 186⑦ 小栗栖中

月輪中 234⑦ ※令和７年度に栄桜小中学校開校予定

東山泉小中
481⑯＋212⑦

向島二の丸小
233⑩　H29統合

京都京北小中
154⑧＋88⑥

竹の里小　416⑬

石田小　186⑨

東山小　178⑥
H14年度統合

開睛小中
603⑲＋261⑩

凌風小中
512⑱＋261⑨

花背小中
19⑤＋12③

向島秀蓮小中
577⑲＋338⑫

白川小　163⑥
H16年度統合



本市の学校統合の内容

① 統合時の児童生徒数は？

地域住民と保護者の皆様から「統合要望書」の提出を受けて学校

統合を進めており、児童生徒数の基準を定めているわけではありま

せん。そのため、各校で統合時の児童生徒数や検討に要する期間も

様々です。

② 統合の形態（統合する相手校や校数など）は？

統合に関係する学区間の話し合いの結果を尊重して決定します。

各地域で統合に係る諸条件（隣接する学校の児童数や地理的条件

など）が異なるため、形態は様々です。

ただし、通学区域の変更ではなく、小学校であれば中学校区内の

学校間の統合を基本としながら、これまで合意形成が図られてきま

した。



③ 統合校の設置箇所は？

校地面積などを考慮して、関係学区で協議のうえ決定されますが、

低学年の通学負担を考えて概ね校区の中心地、２校統合では児童数

の多い学校が選定されています。

④ 統合校の学校名は？

新たな学校づくりを進める視点から

多くの統合校が新しい校名で開校され

ています。これも関係学区の話し合い

の結果を尊重して決定します。

⑤ 統合後の学校施設は？

統合により児童生徒数が増え、統合校を設置する学校の校舎では

教室が不足する場合や老朽化が著しい場合などには、新築や増築を

行っています。収容が可能な場合などにも、改修などの教育環境の

整備を行っています。



ＰＴＡの話し合いが出発点
ＰＴＡ組織の中に「〇〇校の教育を考える会」などの

名称の特別委員会を設置し、検討をスタートされる事例

が多くみられます。

特別委員会では、アンケート調査や意見交換会を実施し、保護者

の意見集約が図られたり、統合校の見学やＰＴＡの役員の方から話

しを聞かれたりしています。

検討経過は、随時、ＰＴＡだよりで周知されています。

地元の方との相談
ＰＴＡでの検討過程で、学区の自治連合会や学校運営協議会の

役員の方に相談されたり検討内容を報告され、協力を依頼される

ことも多くみられます。

５ 学校統合に至ったＰＴＡや地元による取組（事例）

※各校・地域の状況や実態に応じて様々であり、一般的な取組事例です。



ＰＴＡ総会で方針を決議 ⇒ 地元に検討を依頼

各学区での意見集約

ＰＴＡで議論が尽くされ、学校統合を進めるとの方向性が共通

認識された段階で、臨時総会等を開催し、基本方針が決議されて

います。

その後、ＰＴＡから学区の自治連合会長などの地元を代表する

方々に対して、ＰＴＡ決議の内容を学区全体の総意としていただ

けるように要望されるケースが多くみられます。

※最初からＰＴＡと地域が一緒になって検討

される ケースもあります。

各学区では、ＰＴＡの思いを重く受け止めら

れ、自治連合会や新たに設置した検討協議会な

どにおいて、将来のまちづくりも考えて議論を

重ね、合意形成が図られていきます。

検討・決定した内容は、お知らせ文書の全戸

配布や自治連合会の会合などで、広く住民の皆

さんに周知されています。



関係学区間での協議 ⇒ 統合合意

教育委員会へ要望書を提出

◆ＰＴＡでの話し合いから要望書提出まで

の期間は様々です。

各学区で一定の合意形成が図られた後、統合に関係する学区の

代表者が一堂に会して協議が行われています。

話し合いの結果、大筋で統合することで合意に至れば、通常は、

統合場所や統合時期などを決定のうえ、

教育委員会への要望書が作成されます。

関係学区の連名による「統合要望書」

を教育委員会に提出いただいています。

教育委員会では、統合要望書の内容

を尊重して、実現に向け具体的な取組

を進めることとなります。



要望書の提出後、地域・保護者・行政が一体となって、単に学校

を一つにするという発想ではなく、子どもたちに魅力ある“新たな

学校づくり”を進めています。

統合に関係する学区合同の協議会が

設置され、開校に向けた様々な課題を

（校名・校歌・学校運営協議会など）

協議・決定したり、通学安全対策など

の取組が推進されています。

学校や教育委員会では、統合する

学校の教育内容を継承しつつ、融合

発展させ、統合のメリットを最大限

に活用した特色ある多様な教育構想

の計画・作成に取り組みます。

また、子どもたちが安心して統合を

迎えられるように、統合前に宿泊学習や体験活動などを合同で実施

するなど、様々な事前交流を行います。

６ 学校統合に向けた取組内容



これまで学校が統合されても、学区が統合された

例はありません。

学区毎の自治活動は京都の伝統であり、閉校後の

学校施設においても、統合前と同様に地域の自治活

動・防災拠点としての役割を担い、地域の各種団体

の会議や福祉・文化・体育活動（夏祭りや区民運動会など）が行われ、

子どもたちの元気な声も聞こえています。

学校跡地の全体的な活用（民間活用を含む）は、

地域コミュニティ活動に配慮し、地域住民の皆様の

意向や要望を十分に聞きながら進めています。

これまで、多くの学校跡地は、地域の自治活動や

防災拠点であり続けながら、京都市の教育・福祉・

文化・芸術など多様な施設が整備され、新たな地域

のシンボルとして、まちの活性化に大きく貢献して

います。

※詳細は、京都市情報館(ホームページ)を参照してください。
『京都市学校跡地活用』で検索してください。

７ 閉校後の学校施設



子どもたち一人ひとりは、無限の

可能性を持っています。次代を担う

子どもたちの可能性を最大限に伸ば

していくためには、私たち大人の果

たすべき役割は極めて大きなものがあります。

今も学校の小規模校化は進んでおり、様々な教育課題も生じています。

学校教育は、未来を切り拓く原動力です。

子どもたちにとって大切な学校に何が必要なのか？

小規模校化が進む学校において、未来を担う子どもたちのより良い教育

環境の在り方について、保護者・地域の皆様が一緒に考えていただくよう

お願い申し上げます。


